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新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
空
港
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、
成
田
空
港
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
工
事
に
当

た
り
、
人
の
健
康
被
害
が
発
生
す
る
恐
れ
の
あ
る
薬
液
注
入
工
法
を
実
施
し
、
千
二
百
ト
ン
に
も
の
ぼ
る
危
険
な

土
壌
凝
固
剤
（
尿
素
系
及
び
水
ガ
ラ
ス
系
）
を
成
田
市
の
市
営
水
道
の
地
下
水
源
地
帯
に
打
ち
込
ん
だ
。
既
に
、

去
年
の
公
害
対
策
並
び
に
環
境
保
全
特
別
委
員
会
に
お
い
て
土
井
た
か
子
委
員
か
ら
、
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋

設
さ
れ
る
予
定
の
根
木
名
川
周
辺
は
、
軟
弱
地
盤
地
帯
で
あ
り
、
か
つ
成
田
市
の
市
営
水
道
の
地
下
水
源
地
帯
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
事
実
は
、
同
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
て
い
た
空
港
公
団

も
十
分
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
建
設
省
は
、
五
月
二
日
と
七
月
十
日
の
二
度
に
わ
た
り
建
設
事
務
次
官
通
知
（
以
下
「
次
官
通
知
」
と

い
う
。
）
を
送
付
し
、
安
全
性
重
視
の
立
場
か
ら
一
部
の
水
ガ
ラ
ス
系
土
壌
凝
固
剤
以
外
の
す
べ
て
の
土
壌
凝
固
剤 

 
危
険
な
土
壌
凝
固
剤
を
使
用
し
た
新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
営
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

の
使
用
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
は
、
人
の
健
康
被
害
の
発
生
と
地
下
水
の
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
空
港
公
団
の
現
地
で
の
対
応
を
み
る
に
周
辺
住
民
の
健
康
や
地
下
水
汚
染
防
止
に
意

を
払
つ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。 

そ
こ
で
薬
液
注
入
工
法
の
危
険
性
を
明
ら
か
に
し
、
空
港
公
団
の
営
為
の
問
題
点
を
指
摘
す
べ
く
以
下
質
問
す

る
。 

一 

空
港
公
団
の
監
督
官
庁
で
あ
る
運
輸
省
の
薬
液
注
入
工
法
の
危
険
性
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て 

(4) 

運
輸
省
は
、
さ
き
に
述
べ
た
次
官
通
知
を
ふ
ま
え
運
輸
省
所
管
の
土
木
建
設
工
事
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な 

(3) 

運
輸
省
は
、
薬
液
注
入
工
法
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
て
い
る
の
か
。 

(2) 

運
輸
省
に
よ
る
安
全
行
政
は
、
「
疑
わ
し
き
は
罰
す
」
又
は
「
フ
ェ
イ
ル
・
セ
ル
フ
」
な
る
観
点
か
ら
な
さ
れ

る
と
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

運
輸
行
政
の
根
幹
は
、
安
全
性
に
あ
る
と
し
て
よ
い
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 
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(8) 

運
輸
省
は
、
現
在
中
止
さ
れ
て
い
る
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
の
再
開
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
条 

(7) 

暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
工
事
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
中
止
し
て
い
る
の
か
。 

(6) 

運
輸
省
は
、
「
疑
わ
し
き
は
罰
す
」
と
い
う
安
全
性
重
視
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
次
官
通
知
を
、
ど
の
よ
う

に
評
価
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(5) 
運
輸
省
は
、
次
官
通
知
の
内
容
を
空
港
公
団
に
通
知
し
た
か
。
通
知
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由

は
何
か
。 

(ニ ) 

周
辺
住
民
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
か
。 

(ハ ) 

千
葉
地
方
裁
判
所
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
か
。 

(ロ ) 

成
田
市
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
か
。 

(イ ) 

千
葉
県
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
か
。 

処
置
を
講
じ
た
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

五 

 



 

(13) 

運
輸
省
は
、
尿
素
系
土
壌
凝
固
剤
が
凝
固
し
て
で
き
る
尿
素
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂
か
ら
メ
チ
ロ
ー 

(12) 

運
輸
省
は
、
尿
素
系
土
壌
凝
固
剤
の
硬
化
剤
で
あ
る
工
業
用
希
硫
酸
が
、
地
下
水
中
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
溶
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
知
つ
て
い
る
か
。 

(11) 

運
輸
省
は
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
毒
性
が
慢
性
で
あ
れ
急
性
で
あ
れ
、
尿
素
、
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
に
よ

り
増
幅
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
つ
て
い
る
か
。 

(10) 

運
輸
省
は
、
飲
用
水
に
含
ま
れ
る
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
許
容
限
界
（
水
質
基
準
）
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
定
め
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
毒
物
学
的
根
拠
は
何
か
。
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(9) 
成
田
市
が
日
本
検
査
株
式
会
社
に
行
わ
せ
た
水
質
検
査
に
よ
る
と
定
量
限
界
以
下
と
し
な
が
ら
も
、
成
田

市
営
水
道
の
第
一
水
源
と
第
二
水
源
は
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
運
輸
省
は
、
こ
の
事
態
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
つ
も
り
か
。 

件
を
つ
け
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
安
全
性
重
視
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。 
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二 

薬
液
注
入
工
法
と
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て 

(2) 

空
港
公
団
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
土
質
、
地
下
水
位
の
調
査
及
び
付
近
の
井
戸
の
位
置
の
調
査
だ
け 

で
、
何
故
地
下
水
の
地
域
的
な
挙
動
（
流
向
と
流
量
）
を
掌
握
で
き
た
と
す
る
の
か
。 

(1) 

空
港
公
団
は
、
地
下
水
の
流
向
及
び
流
量
を
調
査
す
る
こ
と
な
く
、
何
故
付
近
の
井
戸
を
汚
染
す
る
恐
れ

が
な
い
と
判
断
で
き
た
の
か
。 

(14) 

次
官
通
知
に
よ
れ
ば
、
薬
液
注
入
工
法
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
現
場
注
入
試
験
を
義
務
付
け
て
い
る 

が
、
運
輸
省
は
、
何
故
か
か
る
現
場
注
入
試
験
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
の
か
。 

高
分
子
注
入
剤
メ
ー
カ
ー
会
に
よ
る
「
薬
液
取
扱
い
上
の
注
意
」
や
今
回
の
次
官
通
知
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
薬
液
注
入
工
法
の
実
施
に
は
、
そ
れ
に
先
だ
つ
て
な
さ
れ
る
べ
き
事
前
調
査
（
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
は
、

必

須す

で
あ
る
が
、
空
港
公
団
は
こ
れ
を
完
全
に
履
行
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

ル
尿
素
や
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
絶
え
ず
分
解
し
て
溶
出
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
つ
て
い
る
か
。 

七 

 



 

三 

水
質
検
査
に
つ
い
て 

(1) 

五
月
二
十
八
日
に
成
田
市
と
千
葉
県
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水
質
検
査
結
果
を
厚
生
省
水
道
環
境
部
水
道
整
備
課

に
提
示
し
た
が
、
水
道
整
備
課
は
ど
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
与
え
た
か
。
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
の
ま
ま
に
し
た
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(5) 

次
官
通
知
は
何
故
地
下
水
系
に
対
す
る
事
前
調
査
の
必
要
性
を
定
め
て
い
る
と
運
輸
省
は
判
断
す
る
の

か
。 

(4) 

地
下
水
の
地
域
的
な
挙
動
を
掌
握
し
て
い
な
か
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
何
故
周
辺
民
家
の
井
戸
を
汚
染
す
る

恐
れ
は
な
い
と
判
断
で
き
た
の
か
。 

(3) 
地
下
水
の
地
域
的
な
挙
動
を
掌
握
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
た
て
坑
掘
削
時
に
予
期
せ
ぬ
出
水
事

故
に
遭
遇
し
た
の
か
。
ま
た
周
辺
民
家
の
浅
井
戸
を
枯
渇
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
を
招
来
し
た
の
か
。 

成
田
市
及
び
千
葉
県
は
、
周
辺
民
家
の
井
戸
及
び
成
田
市
営
水
道
の
水
源
の
水
質
検
査
を
実
施
し
た
。 
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四 

水
道
工
事
に
つ
い
て 

(4) 

資
材
輸
送
道
路
わ
き
の
た
て
坑
周
辺
か
ら
、
や
は
り
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
は
ど
こ
か
ら
き
た
と
運
輸
省
は
考
え
る
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

(3) 

水
質
検
査
の
結
果
、
根
木
名
川
の
た
て
坑
か
ら
高
濃
度
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
は
ど
こ
か
ら
き
た
と
運
輸
省
は
考
え
る
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

(2) 
か
か
る
千
葉
県
の
水
質
検
査
結
果
の
中
に
は
、
水
道
法
の
水
質
基
準
に
抵
触
す
る
も
の
が
五
件
あ
る
が
、

厚
生
省
に
は
成
田
市
や
千
葉
県
に
安
全
で
あ
る
と
判
断
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
つ

た
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

ち
な
み
に
空
港
公
団
の
発
表
に
よ
る
と
資
材
輸
送
道
口
の
た
て
坑
で
は
、
尿
素
系
土
壌
凝
固
剤
を
使
用
し

て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

現
在
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
沿
線
地
域
で
成
田
市
が
水
道
工
事
を
行
つ
て
い
る
。 
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五 

現
行
の
暫
定
輸
送
計
画
の
是
非
に
つ
い
て 

(1) 

運
輸
省
・
空
港
公
団
は
、
暫
定
輸
送
計
画
の
是
非
に
つ
い
て
全
面
的
に
再
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ

る
な
ら
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(5) 

大
高
幸
一
氏
宅
の
井
戸
か
ら
弗
素
が
水
質
基
準
の
お
よ
そ
三
倍
の
量
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
運
輸
省
は

こ
の
弗
素
が
ど
こ
か
ら
き
た
と
考
え
る
か
。
け
い
弗
化
ソ
ー
ダ
の
成
分
と
し
て
は
い
け
な
い
理
由
は
何
か
。 

(4) 

国
道
五
十
一
号
線
の
た
て
坑
に
近
い
大
高
幸
一
氏
宅
の
井
戸
は
、
水
質
基
準
に
抵
触
し
て
使
え
な
い
と
聞

く
が
、
何
故
水
道
施
設
の
敷
設
を
行
わ
な
い
の
か
。 

(3) 

空
港
公
団
は
、
ど
の
よ
う
な
名
目
で
か
か
る
出
資
を
行
う
の
か
。
そ
れ
は
法
的
に
許
さ
れ
た
こ
と
な
の
か
。 

(2) 

何
故
空
港
公
団
が
、
か
か
る
経
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

(1) 
山
の
作
地
区
等
に
お
け
る
水
道
工
事
は
、
空
港
公
団
が
そ
の
経
費
の
全
額
を
負
担
す
る
と
聞
く
が
、
そ
れ

は
事
実
か
。 
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(7) 

千
葉
港
頭
・
成
田
空
港
間
の
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、
去
年
九
月
末
日
以
降
ど
れ
だ
け
進
捗
し
て
い
る
か
。 

(6) 

運
輸
省
・
空
港
公
団
は
、
人
命
の
尊
重
、
健
康
被
害
の
発
生
防
止
と
空
港
建
設
と
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ

る
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(5) 

運
輸
省
は
、
周
辺
住
民
に
生
命
の
危
険
や
健
康
被
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
な
い
よ
う
な
計
画
を
企
画
立
案
し
、

実
施
で
き
る
よ
う
な
機
構
を
何
故
空
港
公
団
に
配
し
て
お
か
な
か
つ
た
か
。 

(4) 

危
険
な
暫
定
輸
送
計
画
し
か
企
画
立
案
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
空
港
公
団
の
発
想
力
、
技
術
力
の
限

界
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(3) 

運
輸
省
・
空
港
公
団
は
何
故
成
田
市
営
水
道
の
地
下
水
源
地
帯
に
危
険
な
土
壌
凝
固
剤
を
注
入
せ
ざ
る
を

え
な
い
が
ご
と
き
計
画
を
立
案
実
施
し
た
か
。 

(2) 
運
輸
省
・
空
港
公
団
は
、
現
行
の
暫
定
輸
送
計
画
の
是
非
に
つ
い
て
全
面
的
に
再
検
討
す
る
考
え
は
な
い

か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

一
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六 

空
港
公
団
の
新
人
事
が
公
表
さ
れ
た
が 

(2) 

同
じ
く
人
命
の
尊
重
、
健
康
被
害
の
発
生
防
止
等
の
安
全
性
を
重
視
す
る
人
材
が
選
任
さ
れ
た
と
し
て
よ

い
か
。 

(1) 

政
府
は
、
緊
急
を
要
す
る
公
共
事
業
と
い
え
ど
も
、
法
律
の
わ
く
の
中
で
、
そ
の
業
務
を
処
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
認
め
た
が
、
空
港
公
団
の
人
事
選
定
に
当
た
つ
て
は
、
法
律
を
遵
守
す
る
人
材
が
選
任
さ
れ

た
と
し
て
よ
い
か
。 

(ハ ) 

千
葉
市
内
ル
ー
ト
の
選
定
に
つ
い
て 

(ロ ) 

千
葉
市
内
の
工
区
に
つ
い
て
、
千
葉
市
、
千
葉
県
、
沿
線
住
民
と
の
問
の
了
解
取
付
け
作
業
に
つ
い
て 

(イ ) 
用
地
の
取
得
状
況
（
全
体
に
対
す
る
取
得
長
の
割
合
）
に
つ
い
て
去
年
の
九
月
三
十
日
現
在
の
分
と
本
年

七
月
三
十
一
日
現
在
の
分
に
つ
い
て
各
工
区
ご
と
に 

次
の
問
い
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

 

一
三 

(3) 
新
人
事
に
よ
る
空
港
公
団
に
、
今
ま
で
の
空
港
計
画
全
体
を
再
検
討
さ
せ
る
考
え
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


